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年末の大変お忙しい中、貴職におかれては大変な職務職責を精励されていることと

拝察致します。

その超多忙な中、大変恐縮ではございますが、当職の依頼人の方々が大変厳しい被

害にあっており苦しんでおりますので、警察としての何ら い致 した

く、本書を呈上致します。

以上、経緯を述べます。

1 依頼人の居住する団地の階下に居住する藤井将登氏の、外国製タバコの喫煙によ

る副流煙及び異臭等の為に、依頼人らが「受動喫煙症レベルⅢないしⅣ」と化学物

記
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質過敏症により、身体及び精神に大変な被害が発生しております。

依頼人らは、この副流煙から逃れる為に避難生活を強いられたものの、経済的理

由を含め、現在自宅に戻っております。

2 そのような状況の中で、当職も藤井氏に対し三度にわたって、内容証明による通

知書を送らせていただき、喫煙を控えて欲しい旨の強い申し入れを行ったものの、

全く返答すらありませんでした。

〆
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3 そのような中、たまりなぃて平成29年 8月 13日付にて、貴職に    :氏
プ

がお手紙を差し上げました (今回も同封致します)。

4僣托轟腱義Eほゎれるのですが、青葉警察署の刑事さんが4名 早速、依頼人宅を訪

れ、かつ藤井宅へも出向いて話しをして下さったとのことです。

藤井氏は「軽いタバコにしている」との説明であったとのことで、数日間は喫煙

を控えたかのょうに見えましたが、その後復活し、顔

・

畠|こ も増」:増えをいるとの

ことです。

5 当職としてもこれはきちんと対処する以外ないと判断し、平成29年 11月 21

日に横浜地方裁判所に「喫煙を止めること及び、損害賠償請求」の訴訟を提起致し

ました。

この訴状も参考の為、添附致しますが、第 1回期日は平成 30年 1月 10日 に予

定しております。

6 この訴状は平成29年 12月 早々に藤井宅へ送達されておりますが、この喫煙、
.・

「
´

副流煙は、訴状送達からも一層酷くなっており、当てつけのようなタバコの喫煙と
~｀~―
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しか思えないのです。

7 その為に、特に重症である ア旅修七aさ んは余りの副流煙により、しばしば呼吸

困難となり大変な苦しみの中にあります。ご両親も
牙,1行な んの命が危ないので

はないかと大変心配し、不安の日々を送っております。

8 当職は、このご相談を受けて以来、喫煙それ自体

とは大変難、しいと依頼人の方々にお伝えして参 りました。しかし、現在の状況を考

え る つて、依頼人に対す4証竜2薫昼貞み撃 、レ得,ねドは

ないかという思いが強 くなっております。

があることを十分に承知し民事訴訟ともなれば、一般には「民事不介入の原

ておりますが、

得ません。

いかとの強い思いを抱かざるを

9 よつて貴職にあって、大変恐縮であ

|1本客種ヒ̂'I、.主整i貧準卒知9,上ニ

敬具
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平成 30年正月を迎え、多忙な 日々を送ってお られることと拝察いたします。

昨年 12月 21日
竺|て、当職が貴職に対し「お願い (要請書)」 という書面を出

させていただきましたところ、早速ご対応指示を頂き、本当に恐縮であり、有難うご

ざいました。本書はそのお礼と共に、その後の報告をさせて頂きたく、再度の書面を

出させていただきます。

当職と致 しましては「警察」としては、現時点ではこれ以上の対処はなかなか難し

いであろうことは、十分に認識しつつ、依頼人の悲痛な声を届けさせていただきたぃ
と存

Ⅲ
します。

以下、簡略な報告といたします。

″鵬



1 経過

(1)平成 29年 1 2月 21

2月 25

日付

日、

τ
・，
・
二

書面

当 に青葉警

薄場

(2)平成 あり、

らの 色直接連絡

してもよ
・
J輌 」ヽとの内容の打診であった。そし了、ミ 職が電話で若干の補足説明

才
‐‐

く

をしたところ、署長は「場合によ次ば傷害罪にIF得 るかヽ如れない」旨の発言

=をいただき、当職はその旨を依頼人 てヽ承 隼孝 アて薇 ぇる1

(3)12月 27日 、及 じ寺
｀
から当職宛に電話が入り、「青葉警察署から今電話が

入り、『これから何います』とのこと。どう対応したらよいか」とのことであり、

当職ぃ「とにかく実情を丁寧にしっかり伝えて下さい」と指示した。
(4)同 日午後 3時 30分から6時にかけて、青葉警察署の刑事さん2名が来訪.

鳳 管 夫婦が説明し、
・

/罠_告十薇 にも会ってもらう。

そして、依頼人宅での説明を受けた後、刑事さんたちは、藤井宅に行き 1時間

ほど話をしてくれたとのこと。

(5)しかし、警察が帰った後、翌12月 28日以降1月 4日 まで 日その喫煙に

よ る ず〕|む しろ依頼人にとってヤ しか思え

ないほどの強い煙が流され続け、原 告ャわ 体調は益々悪化しているとのこと

(こ の間のメールを同送致します)。

(6)平成30年 1月 4日 、IJ残 告寺 のヽ強い要請で、当職が貴職宛に再度報告書を作

成してお送りすることを約束。但し、当職としては「警察としてこの時点驀蘇

塾 出来ないし、藤井氏への注意や要請の仕方にも限界があり、斉藤本部長と

してもこれ以上責葉騰察へ何らかの指示を出すことは難しぃ盗)ぬ上れない。余り

過大な期待をして失望して具合が悪くなることはよくない。」と伝え、「とにか

く、その後の報告を行って、警察に状況を知っておいてもらうこと」という目的

ぃでの報告書にせざるを得ない事を伝え了解を得る。

3 資料説明

(1)No l～ No 3、 No 5～Nol lの 10通について、平成29年 12月 22日 から

斉藤県警本部

ょι縦雄
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【考察】平成3b年 3月 2日 (金 ) 文責 :藤井敦子

20～ 6:00
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● 12月 28日 (木 )

朝、浅川氏に電話 し、昨日は調べてくれて構わないと了承 したが、まずは三上弁

詳喜窯系彗寄T嵩なた黒をおじ8ボ官ユ

:1:::li[:::[:i『 ::]i。
放っておけ。また近隣からは間かれたら暇
話せば言いたくなるから。以上が私の意娠
れた。
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■D氏が通りかかり、激怒した日●氏が今から警察に行くと伝えろと言い、その

／
１
＼


